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第 6回 西蒲区自治協議会 議事概要 

                       日時：令和 5年 9月 28日（木） 

                          午後 1時 30分～午後 2時 20分 

                       場所：巻地区公民館 3階 小ホール 

事務局 

（丹治補佐） 

 皆さまお疲れさまです。定刻となりましたので、ただ今から令和 5 年度

第 6回西蒲区自治協議会を開催します。 

 本日、区長は議会のため欠席です。 

 初めに、本日の配布資料の確認をお願いします。 

 事前に送付した資料として、本日の会議の次第。資料 1-1から 1-4、各部

会の状況について。資料 2、新潟市バス停上屋等整備事業補助について。 

 また、本日、机上にお配りした資料として、越後にしかわ時代激まつりの

お知らせ。第 3 回西蒲区役所新庁舎基本構想検討会議次第。間瀬地区買い

物支援の資料。それから、9月 5日火曜日に黒埼市民会館で行われた「令和

5年度区自治協議会全体委員研修会の記録（速報版）」をお配りしています。

こちらについては、後ほどご覧いただきたいと思います。 

 また、当日欠席された方で研修会の資料をご希望の方は、後ほど事務局ま

でご連絡をお願いします。 

 次に、「令和 5年度教育委員会の事業説明における主な意見・質問・回答

について」として、6月の本会議で報告した内容について、いただいたご意

見・ご質問への回答をまとめたものになりますので、後ほどご覧いただきた

いと思います。 

 最後に、委員の皆さまには「秋葉区と西区の自治協議会広報紙」が届きま

したので、お配りしています。こちらものちほどご覧ください。 

 資料は以上ですが、不足等はありませんでしょうか。 

 それではこれ以降の会議については新潟市区自治協議会条例第 9 条の規

定により、吉田会長から議長として進行をお願いします。 

議長 

（吉田会長） 

 皆さまお疲れさまです。今回が第 6 回目の自治協議会となりました。今

回も忌憚ないご意見をいただければと思います。部会ではかなり積極的な

意見交換が行われているようですが、ぜひ本会議でもご意見をよろしくお

願いします。 

 初めに、本日の委員の出席状況と傍聴者について、事務局から報告をお願

いします。 

事務局 

（丹治補佐） 

 委員の出席状況についてご報告します。委員 30名のうち、4名から欠席

の連絡をいただいております。遅れて来られる方もいらっしゃると思いま

すが、現時点で 23名の出席があり、過半数の出席を確認しています。 

 従いまして新潟市区自治協議会条例第 9 条の会議の運営規定を満たして

いることをご報告申し上げます。 

 また、傍聴・報道の来場はありません。 

 事務局では写真撮影ならびに録音をさせていただいておりますのでご了
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承お願いします。 

議長 

（吉田会長） 

 それでは議事に入ります。議事（1）「各部会の状況について」です。各部

会長は前回の部会の状況について、総務部会、保健福祉部会、まちづくり・

産業部会、広報部会の順に説明者席で説明をお願いします。 

 初めに総務部会古島部会長、お願いします。 

（古島委員）  総務部会古島です。 

 先月開催した第 5 回総務部会では、令和 6 年度特色ある区づくり事業に

ついてと、区自治協議会提案事業について協議しました。 

 令和 6 年度特色ある区づくり事業では、委員から提出のあったアイデア

について事務局から説明がありました。 

 協議の結果、委員から提案のあったアイデアについて委員の意見を追加

し、防災に関する内容と、区の一体感醸成に関する内容で決定しました。 

 区自治協議会提案事業については、令和 5年度・6年度に実施する事業内

容について協議しました。 

 令和 5 年度に実施する事業については、内容を新潟大学災害・復興科学

研究所の卜部教授による講演会、防災演劇、アフタートーク、エントランス

での防災ブースの設置に決定しました。 

 令和 6 年度に実施する事業については、次回以降、部会で内容を検討す

ることとしました。総務部会からは以上です。 

議長 

（吉田会長）  

 ただ今の件について、ご意見やご質問はありますでしょうか。 

事業の開催はいつを予定しているのでしょうか。 

（古島委員）  西川多目的ホールで、2月 18日を予定しています。 

議長 

（吉田会長） 

ぜひ皆さま今のうちから 2 月 18 日の予定を空けていただければと思い

ます。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 古島部会長、ありがとうございました。 

続きまして保健福祉部会岩﨑部会長、お願いします。 

（岩﨑委員）  保健福祉部会岩﨑です。 

 先月開催した第 5 回保健福祉部会では、令和 6 年度特色ある区づくり事

業についてと、区自治協議会提案事業について協議しました。 

 令和 6 年度特色ある区づくり事業では、資料 1-2 に記載の 5 項目につい

て、保健福祉部会のアイデアとして提案することとしました。 

 区自治協議会提案事業では、令和 5年度・6年度の事業内容について検討

を行いました。 

 令和 5 年度については「認知症を支える家族向けの講演会」を行うこと

としました。 

 令和 6 年度については「支え合い」に関する取り組みなどを学び、体験

していただく催しを行うこととしました。保健福祉部会からは以上です。 

議長  今ほどの件について、ご意見やご質問はありますでしょうか。 
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（吉田会長）  区自治協議会提案事業について、令和 5 年度の内容が「認知症を支える

家族向けの講演会」ということですが、いつを予定しているのでしょうか。 

（岩﨑委員）  まだ確定していませんが、2月 24日を予定しています。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございます。 

ほかにいかがでしょうか。 

 岩﨑部会長、ありがとうございました。 

 続きましてまちづくり・産業部会大橋部会長、お願いします。 

（大橋委員）  まちづくり・産業部会の大橋です。 

 まちづくり・産業部会では、令和 6 年の特色ある区づくり事業について

検討を行い、3つの意見でまとまりました。 

1つ目は、唯一新潟市で温泉を持っている岩室温泉に、外国人を呼び込む

ように発信をしていくということです。2つ目は、上堰潟公園について、「わ

らアートまつり」等の開催でかなり人が来るようになったため、それに合わ

せてイルミネーションをつける等の取り組みを行い、より人を集められる

ような取り組みをしたらどうかということです。3つ目は、上堰潟公園周辺

の道路状況の改善について検討していく必要があるのではないかというこ

とです。 

 区自治協議会提案事業についても検討を行い、各地区のイベントで人手

が足りないところがあるということで、西蒲地域の協力隊のような、イベン

トが行われる際に応援に行く仕組みづくりを考えてみたらどうかという意

見が出ました。今年度末に、事業のリハーサル、準備を行い、来年度から取

り組みを進めていけたらという方向で進んでいます。まちづくり・産業部会

からは以上です。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。ただ今の件について、ご意見やご質問はありま

すでしょうか。 

 田中（弘）委員、お願いします。 

（田中（弘）委員）  西蒲地域の協力隊について、このボランティアは、公募をして 1 つの組

織としてまとめていくということなのでしょうか。それとも自治協のメン

バーが協力隊として活動するのでしょうか。 

（大橋委員）  一般の人を対象に、協力隊のシステムを作る方向で進めています。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございます。 

ほかにいかがでしょうか。 

協力隊の体制について、イベントの実行委員会や組織の受け入れ態勢が

できていなかったら、協力隊に参加した人たちが行ったところで当日何を

していいか分からなくなってしまい、トラブルのもとになる可能性がある

と思います。受け入れ態勢の方も、何か仕組みを作られた方がよりスムーズ

に進むのではないかなと思います。 

（大橋委員）  受け入れ側の体制についても部会の中で話が出ており、応援をしたい人

と受け入れる側をマッチングしていく必要があるだろうということで、今
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後よく検討していく必要があると考えています。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。 

 仕組みを作るのは非常に大変だと思いますが、モデル実施をしていただ

きながら素晴らしい仕組みを作っていただけると、西蒲区全体的にも良い

ことだと思いますので、よろしくお願いします。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 大橋部会長、ありがとうございました。 

 続きまして広報部会田中（久）部会長、お願いします。 

（田中（久）委員）  広報部会田中です。 

広報部会から報告します。9月 12日火曜日に開催された第 3回広報部会

では、第 19号の紙面のレイアウトについて協議を行いました。 

 協議の結果、印刷業者より提出があった案をベースに修正を行い、自治協

議会の会長および副会長に確認していただいたのちに校了することとなり

ました。以上です。 

議長 

（吉田会長） 

少し補足をさせていただきます。 

 今回の広報紙は、表面が西蒲区内のコミュニティ協議会のイチオシのイ

ベントということで、広報部会の皆さまが積極的に取材に行っていただい

たということであります。9つのコミ協がすべて載っています。 

裏面は、各部会の紹介と集合写真、メンバーの一覧表が載っています。今

まで載せてきた会長と副会長のあいさつは一切載せないことにしていただ

きました。 

 この件について、ご意見やご質問はありますでしょうか。  

 田中（久）部会長、ありがとうございました。 

 それでは議事（1）を終了します。続きまして報告（1）「新潟市バス停上

屋等の整備事業補助金について」です。都市交通政策課から説明をお願いし

ます。 

事務局 

（長谷部都市交通政

策課係長） 

 都市交通政策課の長谷部と申します。 

 新潟市バス停上屋等整備事業補助金について、説明をさせていただきま

す。資料 2をご覧ください。 

都市交通政策課では、バス待ち環境をより良くしていくことを目指して、

バス待ち環境を整備するための設置費用を半額補助するという制度を設け

ています。昨年度からこの制度があるのですが、雨が降ったり風が吹いたり

すると、バスを待つのがなかなか厳しいので、少しでもバス待ち環境を良く

していこうと考えています。 

 バスを待つためのスペースの上屋やベンチ、時刻表等を表示する情報案

内等の設置費の半分を補助するという制度になります。調査・設計、材料

費、工事費等が補助対象となります。地元のバス停や、設置してあるものの

撤去費は対象にならず、撤去したあとの設置費が対象なります。 

 補助対象が、個人、法人、地域団体となっております。自治会も対象とな

りますので、地域でバス待ち環境を改善したいということが課題になって
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いたら、ご利用いただきたいと思います。 

ベンチだと上限 25 万円、バス停上屋だと上限 400 万円の補助となるの

で、しっかりした整備ができるような制度となっています。 

 都市交通政策課にお問い合わせいただけば、もう少し詳しくご説明する

こともできますので、この制度の活用についてご検討いただけると大変あ

りがたいです。以上です。 

議長 

（吉田会長） 

 ただ今の件について、何かご質問はありますでしょうか。 

 渡辺（忠）委員、お願いします。 

（渡辺（忠）委員）  個人も対象となっていますが、例えばどのような場合に個人が申請の対

象になるのでしょうか。 

事務局 

（長谷部都市交通政

策課係長） 

 例えばバス停の真向かいに住んでいて、家の敷地の空いた土地にバス待

ちの人がいる場合、そこにベンチを設置して環境を良くしたいということ

があれば、対象になります。 

（渡辺（忠）委員）  設置場所の所有の問題ということですね。分かりました。 

 それからもう 1点、昨年度から実施されているということですが、昨年

度は例えばこう、どのような数・実績があったのでしょうか。 

事務局 

（長谷部都市交通政

策課係長） 

 昨年度は 3 件の実績があります。万代・古町の方で、情報案内の電子表

示を設置したものでした。 

（渡辺（忠）委員）  ありがとうございました。 

議長 

（吉田会長） 

 ほかにありますでしょうか。 

鈴木委員、お願いします。 

（鈴木委員）  これは市バスのみですか。新潟交通のよくある公共交通バスのバス停が

対象ということで良いでしょうか。 

事務局 

（長谷部都市交通政

策課係長） 

 今回の補助制度で対象になっているのは、必ずしも新潟交通の路線バス

に限らず、いわゆる公共のバス交通のバス停になります。 

（鈴木委員）  私は升潟に住んでいるのですが、新潟市のバスが通っておらず、コミュニ

ティバスが回っています。 

だんだん本数が少なくなっているので、地域の人たちから「医者に行くの

は良いけど帰って来られない」という話を聞きます。そんな中でも一生懸命

苦労してコミュニティバスに乗って通っている方がいます。そしてベンチ

もなにもないところで、体育座りでずっと待っていたりします。 

 もしこのベンチの設置を補助してもらえるという制度だったらありがた

いことだなと思い、確認させていただきました。 

 一応、可能ということでよろしいでしょうか。 

事務局 

（長谷部都市交通政

策課係長） 

 可能です。 
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（鈴木委員）  地域に戻ったらこの話をしてみようと思います。ありがとうございまし

た。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。 

ほかにいかがでしょうか。 

小林（正）委員、お願いします。 

（小林（正）委員）  暗いバス停で待っている人が多いのですが、街灯の設置は対象になるの

でしょうか。 

事務局 

（長谷部都市交通政

策課係長） 

ベンチや上屋の設置であれば大丈夫なのですが、街灯だけとなると難し

いかなと思います。 

（小林（正）委員）  では、上屋に街灯をつければ良いのですね。 

事務局 

（長谷部都市交通政

策課係長） 

 新設の上屋の中に灯具がついている場合は、対象となります。 

（小林（正）委員）  分かりました。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。 

ほかにいかがでしょうか。 

 そのケースによって違うと思いますので、ぜひ個別にご確認いただき、

制度をご活用いただければと思います。 

 あくまでも半額補助ですので、全額ではないことをお間違いないように

お願いします。 

 それでは報告（1）を終了します。 

 次にその他、西蒲区の課題・地域の情報などです。 

 初めに「越後にしかわ時代激まつりのお知らせ」について、古島委員か

らお願いします。 

（古島委員） 10月 8日に「越後にしかわ時代激まつり」が開催されます。先々回、出

演者の募集をしたところ、当自治協議会から 2 名出ていただけることにな

りました。10月 8日はぜひ西川に足を運んでいただいて、出店や催し物も

たくさんありますので、1日楽しんでいただければと思います。よろしくお

願いします。 

議長 

（吉田会長） 

 ご出演される皆さま、ありがとうございます。 

こちらの件について、何かご質問はありますでしょうか。 

 時間は何時からでしょうか。 

（古島委員）  午後 3時に大抽選会があり、3万円の旅行券が当たるイベントがあって、

解散となります。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。ぜひ多くの方に行っていただければと思いま

す。 

 次に私から、先日開催された第 3 回西蒲区役所新庁舎基本構想検討委員

会について、会議の内容を皆さまと共有したいと思います。 
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 参考資料としてお配りしているレジュメをご覧ください。 

 前回の自治協議会でのアンケート集計結果報告のあと、前回議論した意

見書についての確認と、藤田座長と田村アドバイザーから防災や地質など

の専門的な内容をお話いただき、委員からいろいろな質疑を出して終わり

ました。 

 こちらについては基本構想ですので、次回 10 月 26 日の会議を経て、新

しい区役所にはこういった機能が欲しいというものを、この委員会から市

に提出するというかたちになります。細かい設計はその次になります。 

 この場では、こういうものがあったということを、承知いただければと思

っています。 

 調整部会の委員になっている会長・副会長・各部長・副部長のご意見を集

約して提出しました。また何か報告事項が出てきたら、皆さまと共有したい

と思いますので、よろしくお願いします。 

 ただ今の件について、何かご質問はありますでしょうか。 

 ありがとうございました。 

新庁舎建設の場所について、今あるところで建て替えをするという方向

で話を進めています。基本構想を策定した後は、基本設計ということで、地

質の調査や、住民に対する説明へと進んでいくと思います。予算がつかない

限りは正式決定となりませんが、そのような方向で進んでいるというご報

告でした。以上です。よろしくお願いします。 

 続きまして西蒲区の課題です。前々回に、公共交通をテーマとして委員の

皆さまから現状について 1人ずつ 1～2分程度でお話をいただきました。そ

の際に、高齢者の買い物難民の話が複数挙がった中で、間瀬地区の買い物支

援バスについて、田中副会長から少しお話をいただきました。今回、その内

容について PowerPoint の資料を用意していただいたので、田中副会長か

らご紹介いただきたいと思います。 

 田中副会長、お願いします。 

（田中（弘）委員）  7月の本会議で、公共交通について皆さまのお話をお聞きしましたが、そ

の中で高齢者の移動に対するニーズが高まっていると感じました。通院や

買い物など、既存の公共交通機関でもカバーしきれないということが各地

区で起っていると感じています。行政はもちろんのこと、地域のコミュニテ

ィの中で、どのような支援ができるかということが問われているところで

す。 

 そこで、岩室の間瀬地区で、住民が主体となって行っている高齢者の移動

支援、買い物バス事業について紹介をさせていただきます。 

 間瀬地区は、2020年の国勢調査によると、世帯数が 236世帯。人口が 423

人。高齢化率が 49.2パーセントとなっています。直近ですと、高齢化率は

54パーセントほどになっているというデータもあります。 

 間瀬地区で生鮮食料品を扱っていた最後の店が 8 年ほど前に閉店し、高

齢者が買い物をしたくてもできないという状況になっています。 
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 買い物難民の対策として「買い物代行」を使っている地区もあると思いま

すが、間瀬自治会としては、元気で動ける人は自分自身でお店に行って、買

い物を楽しんでもらいたいと考えました。 

 そこで、平成 29年 8月から、毎月 2回、第 2・第 4火曜日に買い物支援

バスを運行して、巻のスーパーマーケットへ送迎を行うという事業を開始

しました。 

 開始にあたって、どれほどのニーズがあるのか未知数でありましたが、初

年度は 15 名、今年度は 14 名の方が利用登録をしています。3 ページにそ

の募集案内と運行日程を示しています。 

 この事業は、今年で 7 年目を迎えました。マイクロバスの運行には、ボ

ランティアの方の協力が不可欠で、現在 10名の方がボランティアとして買

い物バスの実際の運営にあたっています。 

 この事業の財源としては、新潟市からの住民主体の訪問型生活支援、この

補助金が月 2 万円で年間 24 万円。これと自治会の助成として 10 万円を充

てています。 

 運行の車両は地元タクシー会社である弥彦タクシーの 10 人乗りジャン

ボタクシーと、14人乗りの岩室リハビリテーション病院のバスの 2台体制

で運行をしています。 

 ジャンボタクシーについては、あらかじめ決定をしている 3 か所のスー

パーの距離に応じて、それぞれの料金を設定しており、1回あたりの料金は

往復で約 1万円前後です。 

 もう 1 台の岩室リハビリテーション病院のバスについては、労働衛生医

学協会がこの事業に賛同していただいており、法人の社会貢献ということ

でドライバー経費のみでご協力いただいています。 

 利用状況としては、昨年度は 24回の運行で 263名が利用しており、1回

あたり 11名となっています。 

 この事業の目的は買い物対策ですが、もう 1 つの目的はフレイル対策で

す。家にこもりがちの高齢者に、とにかく外に出ていただきたいということ

です。特に冬場は風が強まったり雪が降っていたりすると、なかなか家から

出にくい状況となります。そういった時に、定期的に買い物バスで仲間とい

っしょに出かけて、自分の手で商品を選んで買い物をするということは喜

びでもあるし、ストレス解消、フレイルの予防にもつながっていくと考えて

います。 

 しかし、すべてが順調というわけではありません。今後さらに高齢化が進

む中で持続的にこの取り組みを続けていくにあたって、ボランティアの高

齢化が課題となっています。 

 ボランティア団体「はまなす」の年齢構成を見ると、最年少で 60代半ば

であり、70 代の方もいます。前期高齢者が後期高齢者を支えているという

構図となっています。自治会とボランティア団体「はまなす」で、協議をし

てじっくりと取り組んでいかないといけないと考えています。 
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 今後、地元のニーズがある限り、続けていきたいと考えています。皆さん

の地区の取り組みの参考になればと思い、紹介をさせていただきました。あ

りがとうございました。 

議長 

（吉田会長） 

 大変素晴らしい取り組みの内容や、予算等についての説明もありました。

ありがとうございました。 

 今ほどの説明について、ご質問はありますでしょうか。 

大橋委員、お願いします。 

（大橋委員）  買い物をする場所は決まっているのでしょうか。 

（田中（弘）委員）  ウオロク、リオン・ドール、原信。この 3か所です。 

議長 

（吉田会長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

桑原委員、お願いします。 

（桑原委員）  広い駐車場を使っているようですが、スーパーマーケットにあらかじめ

連絡をしているのでしょうか。 

（田中（弘）委員）  事業を始める前にごあいさつをさせていただいて、駐車場の面ではご協

力をいただいています。 

（桑原委員）  分かりました、ありがとうございます。 

議長 

（吉田会長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

渡辺（忠）委員、お願いします。 

（渡辺（忠）委員）  7年運営しているということで、素晴らしい取り組みだと思います。 

先ほどボランティアの高齢化が課題とありましたが、ほかに課題はある

のでしょうか。 

（田中（弘）委員） 利用されている方が固定されているということも課題です。今の利用者

が年を重ねると施設に入ってしまい、利用しなくなってしまうため、利用者

の確保や、事業の PRという部分も課題だと感じています。 

（渡辺（忠）委員）  ありがとうございました。 

議長 

（吉田会長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

小林（ア）副会長、お願いします。 

（小林（ア）委員）  参加するにはお金がいるのでしょうか。 

（田中（弘）委員）  「ボランティアへの任意の謝礼」として、上限 200 円の範囲でいただい

ています。任意の謝礼ということで、いただいたものはすべてボランティア

に渡しています。定額を提示すると、白タク行為になるため、そこは気を付

けています。 

議長 

（吉田会長） 

 ほかにいかがでしょうか。 

 ボランティアは、1回につき何名いっしょに行くのですか。 

（田中（弘）委員）  1回あたりバス 2台を運行しており、1台につき 1人ずつ乗せています。 

議長 

（吉田会長） 

 ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。 

 また、細かい点については、区役所を通じて田中副会長に聞いていただけ

ればと思います。よろしくお願いします。大変良い情報をありがとうござい

ました。 
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 そのほか、ご発言の申し出はありませんでしたが、西蒲区自治協議会全体

で議論したい課題や、皆さまにお伝えしたい行事などがありましたらご発

言をお願いします。 

 資料はありませんが、昨日にしかんパレード実行委員会の最後の会合で、

決算報告がありました。 

 総予算について、530 万のところ、決算額が 6,275,004 円でした。内訳

は、西蒲区役所の負担金が 500 万、寄付金が 275,000 円、新潟県職員互助

会公益事業助成金が 100万円、利息が 4円でした。 

 支出について、警備関係で 2,338,875 円、運営スタッフ関係で 578,054

円。シャトルバス運行関係で 1,915,190 円、パレード出演団体関係で

305,241 円、備品レンタル関係で 573,635 円、予備費 264,491 円で、トー

タル 5,975,486 円となりました。差し引き 229,518 円は、市に返還させて

いただきました。 

 ご協力いただいた各コミ協の皆さまとボランティアの皆さま、ありがと

うございました。またぜひパレードや芸能祭として、各地区を回ってできる

といいという話で終わりました。以上です。 

 なにかご質問はありますでしょうか。 

 もう 1点、先月若杉委員から説明があった、「ぐる～んとつながれ西蒲 9

コミ協～大運動会 in城山～」について、今年はスポーツ協会と城山運動公

園の共催で実施します。 

 各コミ協にもご案内が届いているかと思いますが、ぜひ皆さまからお申

し込みをいただき、参加していただければと思っています。 

 10月 9日が申し込み締め切りとなっています。もし不明な点があれば、

城山運動公園に電話していただければと思います。また、当日出られなくて

も、去年手伝っていただいた方、特に総務部会だった方にぜひご協力いただ

けるとありがたいです。ご協力をよろしくお願いします。 

 それではほかにないようでしたら本日の議事はすべて終了しましたの

で、進行を事務局へお渡しします。 

事務局 

（丹治補佐） 

 ありがとうございました。最後に事務局からの連絡です。次回の西蒲区自

治協議会は 10 月 26 日木曜日の午後、巻地区公民館で開催の予定です。ご

案内についてはのちほど改めて送付させていただきますのでよろしくお願

いします。 

 このあと各常任部会を開催します。会場は総務部会が 2 階の実習室、保

健福祉部会が 2 階の研修室、まちづくり・産業部会が 3 階の視聴覚室とな

りますので、ご移動をお願いします。 

 なお、常任部会は 2時 30分から開催します。お手数ですがお手元の名立

てを持ってご移動をお願いします。 

 以上をもちまして、令和 5 年度第 6 回西蒲区自治協議会を終了します。

ありがとうございました。 

 


